
横浜市下水道条例施行規則 新旧対照表

現行 改正案 

 （排水設備の技術上の基準）  （排水設備の技術上の基準） 

第３条 （第１項省略） 第３条 （第１項省略） 

２ 前項各号に掲げる設備の構造の詳細

は、環境創造局長が定める。 

２ 前項各号に掲げる設備の構造の詳細

は、下水道河川局長が定める。 

 （身分証明書） 

第 41 条 法第 13 条第２項及び法第 32 条

第５項に規定する身分を示す証明書は、

身分証明書（第 33号様式）とする。 

第 41条 削除 

 （委任） 

第 43 条 この規則に定めるもののほか、

この規則の施行に関し必要な事項は、環

境創造局長及び道路局長が定める。 

別記 

様式目次 

（第１号様式から第 32号様式まで省略） 

第 33号様式 身分証明書（第 41条） 

 （委任） 

第 43 条 この規則に定めるもののほか、

この規則の施行に関し必要な事項は、下

水道河川局長が定める。 

別記 

様式目次 

（第１号様式から第 32号様式まで省略） 

第 33号様式 削除 



資　料　１

単 位 金 額 単 位 金 額

（省 略） （省 略）

4,700円 4,800円

（省 略） （省 略）

電線等
長さ１メートル
につき１年

950円 電線等
長さ１メートル
につき１年

970円

（備考省略） （備考省略）

下水道暗渠占用料

（省 略）

（省 略）

改　　正　　案

　別表（第36条第２項）

種 別

土地占用料 電柱

（省 略）

１本につき１年第二種電柱

（省 略）

下水道暗渠占用料

（省 略）

種 別

土地占用料 電柱

（省 略）

第二種電柱

（省 略）

（省 略）

現 行

　別表（第36条第２項）

１本につき１年

きょ きょ
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